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第１章 計画策定の概要 

１ 計画策定の背景 

全国的に人口減少や少子高齢化の進行、核家族世帯やひとり親世帯の増加、非正規雇用

の増加や女性の就労率の高まりなど、こどもを取り巻く環境が大きく変化しています。また、こ

どもが安心して過ごせる居場所づくりや子育ての孤立化への対応、こどもの虐待や貧困への

対策など、様々な課題への対応が求められています。 

このため、中種子町において、こどもの健やかな育ちと子育て当事者を社会全体で支援す

る環境整備をより一層促進することを目的に「中種子町こども計画」（以下、「本計画」という。）

を策定します。 

 

 

２ 国・鹿児島県の動向 

（１）国の動向 

令和５年４月に「こども家庭庁」が発足しました。こども家庭庁は、こども政策の司令塔と

なり、省庁の縦割りを排し、これまで組織の間でこぼれ落ちていたこどもに関する福祉行政

を一元的に担っています。同じく令和５年４月から、こどもを権利の主体として位置付け、その

権利を保障する総合的な法律として「こども基本法」が施行となりました。こども基本法で

は、以下のような内容が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども施策に関する大綱（こども大綱）【こども基本法第９条に規定】   

・こども施策を総合的に推進するために、基本的な方針、重要事項を定めるもの 

・これまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の

貧困対策に関する大綱」が束ねられ、「こども大綱」に一元化 

こども計画の策定【こども基本法第 10条に規定】   

・国の大綱を勘案した都道府県こども計画・市町村こども計画の作成が努力義務化 

・こども計画は、既存の各法令に基づく以下の都道府県計画・市町村計画と一体のものとして作成

することができる 

 

こども等の意見の反映【こども基本法第 11条に規定】   

・こどもや子育て当事者等の意見を反映すること、聴取した意見が施策に反映されたかどうかにつ

いてフィードバックすること等が求められている 

子ども・若者計画 子どもの貧困対策計画 
子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 
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令和５年 12月 22日、こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政

府全体のこども施策の基本的な方針等を定める「こども大綱」を閣議決定しました。「こども

大綱」は、従来の「少子化社会対策大綱」、「子供・若者育成支援推進大綱」及び「子供の

貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、一元化するとともに、さらに必要なこども施策を盛り

込むことで、これまで以上に総合的かつ一体的にこども施策を進めていくこととしています。 

また、「こども未来戦略」、「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの

100か月の育ちビジョン）」などもあわせて閣議決定されました。 

令和７年６月には、令和７年度に実施する具体的な施策をまとめた「こどもまんなか実行

計画 2025」が決定されています。 

   

【こどもまんなか実行計画 2025 概要】 

 

 

  

○こどもまんなか実行計画は、こども基本法に基づくこども大綱（令和５年 12 月 22 日閣議決

定）の下、全てのこども・若者が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、ウェルビーイ

ングで生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指し、各省庁のこども施策約

400施策を政府一丸となって推進する実行計画。 

○実行計画 2025 においては、小中高生の自殺者数、いじめ重大事態の発生件数、不登校児童

生徒数、児童虐待相談対応件数が増加し、少子化に歯止めが掛かっていない現状等も踏ま

え、以下の３つの領域に重点的に取り組む。 

 （１）困難に直面するこども・若者への支援 

 （２）未来を担うこども・若者へのより質の高い育ちの環境の提供と少子化対策の推進 

 （３）「こどもまんなか」の基礎となる環境づくりの更なる推進 



第１章 計画策定の概要 
 

3 

 

【「こども未来戦略」概要】 

    

 

【「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」概要】 
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（２）鹿児島県の動向 

鹿児島県では、令和７年３月に「『結婚、妊娠・出産，子育ての希望がかなう鹿児島を目

指して』〜全ての子ども・若者が幸せを感じながら生活を送るために〜」を基本理念とする

「かごしま子ども未来プラン 2025」を策定しています。この計画は、こども基本法第 10条

第１項の規定に基づく「都道府県こども計画」として策定するともに、次世代育成支援対策

推進法第９条第１項の規定に基づく「次世代育成支援行動計画」及び子ども・子育て支援

法第 62条第１項の規定に基づく「子ども・子育て支援事業支援計画」として位置付けられ

ているとともに、成育医療等基本方針に基づく「母子保健を含む成育医療等に関する計

画」、子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」、こどもの貧困の解消に向

けた対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困解消対策計画」、母子及び父子並び

に寡婦福祉法に基づく「母子家庭等及び寡婦自立促進計画」、放課後児童対策に係る県

行動計画を包含する計画となっています。 

【かごしま子ども未来プラン２０２５ 概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の位置付け 

本計画は、国のこども大綱やこども基本法を勘案し、こどもの貧困の解消に向けた対策の

推進に関する法律第 10 条に規定する市町村計画及び子ども・若者育成支援推進法第９条

に規定する市町村子ども・若者計画を包含し、こども施策を総合的に推進するものです。 

また、本町の上位計画である「中種子町長期振興計画」をはじめ、その他の関連計画との

整合性を図りながら進めていきます。  

【基本理念】 

「結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなう鹿児島を目指して」 

〜全ての子ども・若者が幸せを感じながら生活を送るために〜 

【基本目標】 

個々人の結婚、妊娠・出産，子育ての希望が、県内のどこにおいても実現できる社会づく

りを推進するとともに、子ども・若者が権利の主体として、個人が尊重され，全ての子ども・

若者が幸せを感じながら生活を送ることができる社会の実現を目指します。 

【施策の方向】 

１．結婚、妊娠・出産の希望を実現できる社会づくり 

２．安心して子育てができる社会づくり 

３．子どもの夢や希望を実現する環境づくり 

４．子どもたちが未来に希望を持てる社会づくり 

５．ライフスタイルに合わせた働き方ができる社会づくり 
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【他計画等との関連】 

   

 

 

４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和 11年度までの４年間とします。 

本計画の最終年度となる令和 11 年度に見直しを行い、令和６年度に策定した「第３期中

種子町子ども・子育て支援事業計画」との整理・統合を目指します。 
 

    

こども基本法

等中種子町教育大綱

中種子町子ども・子育て支援事業計画

※こども大綱は、これまで別々に作成・推進されてきた少子化対策基本法、子
ども・若者育成支援推進法及び子どもの貧困対策の推進に関する法律に基
づく3つのこどもに関する大綱を一つに束ね、こども施策に関する基本的な
方針や重要事項等を一元的に定めたものです。

こども大綱※

かごしま子ども未来プラン
２０２５ ○こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律

○子ども・若者育成支援推進法

中種子町障害児福祉計画

子ども・若者計画

【関連計画】

中種子町長期振興計画

中種子町地域福祉総合計画

中種子町こども計画

子どもの貧困対策計画

整合

整合

勘案

勘案

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

子ども・子育て
支援事業計画

こども計画

第３期計画

第１期計画

第２期こども計画
（子ども・子育て支援事業計画を包含）
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５ 計画の対象 

本計画はこども・若者・子育て当事者に関する施策について定めます。本計画で、「こども」

とは、こども基本法第２条に基づき「心身の発達の過程にある者」とし、必要な支援が特定の

年齢で途切れることなく提供されることを図ります。 

「若者」については、思春期（中学生年代からおおむね１８歳まで）及び青年期（おおむね１

８歳以降からおおむね３０歳未満、施策の一部については４０歳未満）の者とします。 

本計画においては、平仮名表記の「こども」を使用することとしますが、法令に根拠がある語

を用いる場合や固有名詞などについては、平仮名表記以外を用いています。 

 

 

６ 計画の策定体制と方法 

（１）中種子町子ども・子育て会議 

本計画に子育て当事者等の意見を反映し、本町におけるこども・子育て・若者支援施策

をこどもと子育て家庭及び若者の実情を踏まえて実施するため、「中種子町子ども・子育て

会議」において審議を行いました。 
 

期 日 主な内容 

令和７年 10 月 24 日 
・中種子町こども計画について 

・アンケート調査結果について 

令和７年 12 月 25 日 ・中種子町こども計画素案について 

令和８年●月●日 
・パブリックコメントの実施結果について 

・中種子町こども計画（最終案）について 

 

（２）アンケート調査 

計画策定の基礎資料とするため以下のアンケート調査を実施しました。 
 

調査種類 対象者 調査実施時期 

子どもの生活状況調査（小学生票） 小学５年生の児童 

令和７年６月～７月 子どもの生活状況調査（中学生票） 中学２年生の生徒 

子どもの生活状況調査（保護者票） 小学５年生、中学２年生の保護者 

こども・若者の意識と生活に関する調査 16歳から 39歳までの町民 令和７年７月～８月 
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（３）こども・若者向けパブリックコメントの実施 

計画案に対し、広くこども・若者の意見を聴取・反映することを目的に、本町の小学５年生

から中学３年生までを対象に、令和●年●月●日から●月●日までこども・若者向けパブ

リックコメントを実施しました。 

 

（４）住民向けパブリックコメントの実施 

計画案に対し、広く住民の意見を聴取・反映することを目的に、令和●年●月●日から●

月●日までパブリックコメントを実施しました。 
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第２章 こども・若者を取り巻く状況 

１ 統計からみる中種子町の現状 

（１）人口の推移及び推計 

総人口は、平成 22年の 8,696人が令和２年には 7,539人となり、1,157人の減少と

なっています。 

今後、少子高齢化の進展により総人口は減少する予測となっており、国立社会保障・人口

問題研究所の推計によると、令和 32年の総人口は 4,552人、年少人口（0～14歳）は

553人、総人口に占める年少人口割合は 12.1％となる見込みとなっています。 

   

   

  

1,172 1,056 951 879 786 686 622 584 553 

4,550 
4,165 

3,618 
3,168 2,833 2,609 2,344 2,091 1,845 

2,974 
2,907 

2,967 
2,921 

2,811 
2,614 

2,464 
2,306 

2,154 

8,696 
8,135 

7,539 
6,968 

6,430 
5,909 

5,430 
4,981 

4,552 

13.5%
13.0%

12.6% 12.6%
12.2%

11.6% 11.5% 11.7%
12.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

年少人口

(0～14歳)

生産年齢人口

(15～64歳)

老年人口

(65歳以上)

年少人口割合

(人) 実績値 推計値

13.5% 13.0% 12.6% 12.6% 12.2% 11.6% 11.5% 11.7% 12.1%

52.3% 51.2%
48.0% 45.5% 44.1% 44.2% 43.2% 42.0% 40.5%

34.2% 35.7%
39.4% 41.9% 43.7% 44.2% 45.4% 46.3% 47.3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

令和32年

（2050）

年少人口割合 生産年齢人口割合 老年人口割合

出典：国勢調査（平成 22年～令和 2年）、国立社会保障・人口問題研究所推計値（令和 7年～令和 32年） 
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（２）出生数、出生率の推移 

出生数は近年ほぼ同水準で推移しており、令和５年は 27人となっています。 

出生率（人口千人当たり出生数）は、おおむね全国平均、鹿児島県平均を下回って推移

しています。 
 

 

 

 

 

（３）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率は「15～49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の

女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当します。 

平成 30年から令和４年までの合計特殊出生率は１．９９で、全国平均、鹿児島県平均よ

り高くなっています。 
 

   

  

52

65

53
46

27

0

20

40

60

80

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

(人)

8.4 

7.0 
6.2 6.4 

3.8 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

中種子町 鹿児島県 全国
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（４）婚姻等に関する状況 

① 婚姻・離婚件数、婚姻率、離婚率の推移 

令和５年の婚姻件数は 17件、離婚件数は 12件となっています。 

令和５年の婚姻率（人口千人当たりの婚姻件数）は全国平均、鹿児島県平均を下回っ

ています。一方、離婚率（人口千人当たりの離婚件数）は、全国平均、鹿児島県平均を上

回っています。 
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② 未婚率の推移 

男性の未婚率を令和２年と平成 27年で比較すると、30～34歳で 9.5ポイント上昇

している以外は、ほぼ同水準か減少となっています。 

女性の未婚率を令和２年と平成 27年で比較すると、40～44歳で 7.4ポイント上昇

している以外は、ほぼ同水準か減少となっています。 
 

 

   

 

    

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

20～24歳 83.3% 87.5% 86.6% 79.5%

25～29歳 58.9% 64.4% 65.9% 51.9%

30～34歳 34.9% 37.8% 37.4% 46.9%

35～39歳 29.3% 27.6% 28.1% 27.2%

40～44歳 20.3% 24.9% 29.6% 24.2%

45～49歳 22.1% 19.8% 25.4% 26.0%

50～54歳 11.4% 19.4% 21.0% 23.0%

55～59歳 13.1% 12.7% 18.2% 20.4%
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40～44歳 11.5% 15.3% 10.5% 17.9%

45～49歳 5.6% 10.5% 16.3% 13.2%

50～54歳 6.6% 7.2% 11.9% 15.3%

55～59歳 4.2% 5.7% 7.7% 11.6%
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出典：国勢調査 
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（５）世帯の状況 

① 一般世帯数、１世帯当たり人員数の推移 

令和２年の一般世帯数は 3,574世帯、１世帯当たり人員数は 2.03人となっており、

一般世帯数及び１世帯当たり人員数は減少傾向で推移しています。 
 

   

 

 

② ６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数 

ア）６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数の推移 

令和２年の６歳未満のこどものいる世帯数は 263世帯、18歳未満のこどものいる世

帯数は 565世帯となっており、いずれも減少傾向で推移しています。 
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出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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イ）６歳未満、18歳未満のこどものいる一般世帯数の構成割合 

令和２年の６歳未満のこどものいる世帯数の構成割合は 7.4％、18歳未満のこどもの

いる世帯数の構成割合は 15.8％で、いずれも全国平均、鹿児島県平均を下回っていま

す。 
 

 

 

 

 

③ ひとり親家庭の状況 

令和２年の母子世帯数は 50世帯、父子世帯数は 11世帯となっています。 
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（６）女性の労働力率 

令和２年の本町の子育て世代の女性（25～44歳）の労働力率は、平成 27年と比較す

ると、35～39歳を除き上回っています。 

令和２年の本町の子育て世代の女性の労働力率を、全国平均、鹿児島県平均と比較す

ると、40～44歳で上回っています。 
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出典：国勢調査 
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２ アンケート調査結果からみる中種子町の現状 

（１）調査の概要 

① 調査種別・対象者・実施時期 
 

調査種別 対象者 実施時期 

ア）就学前保護者調査 就学前保護者 

令和６年１月～２月 

イ）小学生保護者調査 小学生保護者 

ウ）子どもの生活状況調査（小・中学生票） 小学５年生、中学２年生 

令和７年６月～７月 

エ）子どもの生活状況調査（保護者票） 小学５年生、中学２年生の保護者 

オ）こども・若者の意識と生活に関する調査 16歳から39歳までの町民 令和７年７月～８月 

 

② 調査方法 

ア）～エ）は学校や園を通じた直接配布回収 

オ）は郵送による配布、郵送及びインターネットによる回収 

 

③ 配布回収の状況 
 

調査種別 配布数 回収数 回収率 

ア）就学前保護者調査 189件 137件 72.5％ 

イ）小学生保護者調査 267件 231件 86.5％ 

ウ）子どもの生活状況調査（小・中学生票） 125件 107件 85.6％ 

エ）子どもの生活状況調査（保護者票） 114件 85件 74.6％ 

オ）こども・若者の意識と生活に関する調査 1,088件 283件 26.0％ 

 

④ 調査結果の見方 

・図表中の「n」は、集計対象者総数（あるいは回答者限定設問の限定条件に該当する

人）を表しています。 

・回答率は百分比の小数点第２位を四捨五入しているので、合計が 100％にならない

場合があります。 

・集計表の比率については小数点第２位で四捨五入して表示しているため、択一回答

における表中の比率の内訳を合計しても 100％に合致しない場合があります。 
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（２）就学前保護者、小学生保護者調査の主な結果 

① 子育て等について気軽に相談できる人や場所の有無 

子育て等について気軽に相談できる人や場所の有無については、「いない/ない」と回

答した人の割合が就学前保護者で 7.3％、小学生保護者で 7.8％となっています。 
 

 

 

② 子育て環境の満足度 

子育ての環境の満足度については、「満足」、「やや満足」と回答した割合の合計は、就

学前保護者で 23.3％、小学生保護者で 20.3％となっています。 

一方、「不満」、「やや不満」と回答した割合の合計は、就学前保護者で 28.5％、小学

生保護者で 24.2％となっています。 
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未就学保護者
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小学生保護者

(n=231)
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③ 仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じること 

仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じることについては、「特にない」以外では、

未就学保護者、小学生保護者のいずれも「自分が病気・けがをしたときやこどもが急に病

気になったときに代わりに面倒を見る人がいない」が最も高くなっています。 
 

 

 

④ 理想的なこどもの進路 

理想的なこどもの進路については、「大学まで」と回答した割合が未就学保護者

45.3％、小学生保護者 45.5％で最も高くなっています。 
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⑤ 現実的なこどもの進路 

現実的なこどもの進路については、「大学まで」と回答した割合が未就学保護者

28.5％、小学生保護者 30.7％で最も高くなっています。 

 

 

 

⑥ 現実的なこどもの進路をそのように思う理由 

現実的なこどもの進路をそのように思う理由については、「家庭に経済的な余裕がない

から」と回答した割合が未就学保護者 13.9％、小学生保護者 8.7％となっています。 
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⑦ 充実してほしい子育て支援 

就学前保護者では、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が

77.4％で最も高く、次いで、「児童館など、親子が安心して集まれる身近な場、イベントの

機会がほしい」49.6％、「安心してこどもが医療機関にかかることのできる体制を整備し

てほしい」35.8％なっています。 

小学生保護者では、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほしい」が

58.4％で最も高く、次いで、「教育にかかる費用負担を軽減してほしい」42.0％、「安心

してこどもが医療機関にかかることのできる体制を整備してほしい」32.9％なっています。 
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2.9%
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子育てに困ったときに相談したり情報が得られる場を作って
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認定こども園を増やしてほしい

保育所、幼稚園、認定こども園にかかる費用負担を軽減して

ほしい

専業主婦など誰でも気軽に利用できるNPO法人等による

保育サービスがほしい

放課後児童クラブの実施個所を増やしてほしい
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安心してこどもが医療機関にかかることのできる
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住宅面の配慮がほしい

残業時間の短縮や休暇の取得促進など、企業に対して

職場環境の改善を働きかけてほしい

子育てについて学べる機会を作ってほしい
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特にない

無回答

未就学保護者
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小学生保護者

(n=231)
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（３）小中学生調査の主な結果 

① 学校以外の勉強時間 

小学５年生では、学校がある日、学校がない日のいずれも「30分以上、１時間より少な

い」が最も高くなっています。 

中学２年生では、学校がある日は「30分以上、１時間より少ない」が最も高く、学校が

ない日では「1時間以上、2時間より少ない」が最も高くなっています。 

【小学５年生】 

    

【中学２年生】 

    

 

 

  

1.9%

11.5%

9.6%

23.1%

46.2%

48.1%

38.5%

13.5%

3.8%

3.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校がある日（月～金曜日）

学校がない日（土・日曜日・祝日）

まったくしない ３０分より少ない

３０分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない

２時間以上、３時間より少ない ３時間以上

無回答

(n=52)

9.1%

10.9%

20.0%

27.3%

43.6%

21.8%

20.0%

29.1%

3.6%

7.3%

3.6%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

学校がある日（月～金曜日）

学校がない日（土・日曜日・祝日）

まったくしない ３０分より少ない
３０分以上、１時間より少ない １時間以上、２時間より少ない
２時間以上、３時間より少ない ３時間以上
無回答

(n=55)
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② 学校の授業がわかるか 

小学５年生では、「だいたいわかる」55.8％が最も高く、次いで「いつもわかる」

21.2％、「教科によってはわからないことがある」19.2％となっています。 

中学２年生では、「だいたいわかる」、「教科によってはわからないことがある」がいずれ

も 38.2％で最も高く、次いで「いつもわかる」23.6％となっています。 

【小学５年生】 

    

【中学２年生】 

    

 

  

21.2%

55.8%

19.2%

3.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

いつもわかる

だいたいわかる

教科によってはわからないことがある

わからないことが多い

ほとんどわからない

(n=52)

23.6%

38.2%

38.2%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

いつもわかる

だいたいわかる

教科によってはわからないことがある

わからないことが多い

ほとんどわからない

(n=55)
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③ ふだん（月曜日～金曜日）、ほぼ同じ時間寝ているか 

小学５年生では、「そうである」（「そうである」＋「どちらかといえばそうである」）と回答

した割合は 67.3％となっています。 

中学２年生では、「そうである」（「そうである」＋「どちらかといえばそうである」）と回答

した割合は 87.3％となっています。 

【小学５年生】 

    

【中学２年生】 

    

 

 

  

28.8%

38.5%

21.2%

11.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

そうである

どちらかといえばそうである

どちらかといえばそうではない

そうではない

(n=52)

30.9%

56.4%

9.1%

3.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

そうである

どちらかといえばそうである

どちらかといえばそうではない

そうではない

(n=55)



第２章 こども・若者を取り巻く状況 
 

23 

 

④ 困りごとや悩みごとを相談できる相手 

小学５年生では、「親」84.6％が最も高く、次いで「学校の友達」57.7％、「学校の先

生」28.8％となっています。また、「だれにも相談できない、相談したくない」は 3.8％とな

っています。 

中学２年生では、「親」78.2％が最も高く、次いで「学校の友達」76.4％、「学校の先

生」30.9％となっている。また、「だれにも相談できない、相談したくない」は 3.6％となっ

ています。 

【小学５年生】 

    

【中学２年生】 

     

84.6%

57.7%

28.8%

26.9%

23.1%

17.3%

9.6%

5.8%

3.8%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

親

学校の友達

学校の先生

祖父母など

きょうだい

学校外の友達

その他の大人（塾・習い事の先生、地域の人など）

ネットで知りあった人

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど

だれにも相談できない、相談したくない

(n=52)

78.2%

76.4%

30.9%

25.5%

21.8%

20.0%

7.3%

7.3%

3.6%

3.6%

1.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

親

学校の友達

学校の先生

きょうだい

学校外の友達

祖父母など

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど

ネットで知りあった人

その他の大人（塾・習い事の先生、地域の人など）

だれにも相談できない、相談したくない

無回答

(n=55)
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⑤ 自分のことについて 

小学５年生では、「あてはまる」（「まああてはまる」＋「あてはまる」）と回答した割合は

「私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすん

で助ける。」94.3％が最も高く、次いで「私は、年下のこどもたちに対してやさしくしてい

る。」94.2％、「私は、他人に対して親切にするようにしている。私は、他人の気持ちをよく

考える。」92.3％となっています。一方、「あてはまらない」では「私は、他のこどもから、い

じめられたり、からかわれたりする」75.0％が最も高くなっています。 

【小学５年生】 

    

 

 

  

7.7%

44.2%

17.3%

67.3%

59.6%

5.8%

9.6%

48.1%

28.8%

40.4%

3.8%

75.0%

15.4%

46.2%

55.8%

67.3%

38.5%

53.8%

25.0%

25.0%

48.1%

11.5%

36.5%

61.5%

36.5%

26.9%

21.2%

46.2%

32.7%

21.2%

25.0%

17.3%

28.8%

7.7%

15.4%

46.2%

78.8%

13.5%

7.7%

21.2%

67.3%

3.8%

38.5%

21.2%

23.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

私は、他人に対して親切にするようにしている。

私は、他人の気持ちをよく考える。

私は、よく頭やお腹がいたくなったり、

気持ちが悪くなったりする。

私は、他の子どもたちと、よく分け合う

（食べ物・ゲーム・ペンなど）

私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも

一人で遊ぶか、人と付き合うこと避ける。

私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。

私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、

嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける。

私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。

私は、落ち込んでしずんでいたり、

涙ぐんだりすることがよくある。

私は、同じくらいの年齢の子どもからは、

だいたい好かれている。

私は、新しい場面に直面すると不安になり、

自信をなくしやすい。

私は、年下の子どもたちに対して

やさしくしている。

私は、他の子どもから、いじめられたり、

からかわれたりする。

私は、自分からすすんでよくお手伝いをする

（親・先生・他の子どもたちなど）

私は、他の子どもたちより、

大人といる方がうまくいく。

私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
(n=52)
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中学２年生では、「あてはまる」（「まああてはまる」＋「あてはまる」）と回答した割合は

「私は、他人に対して親切にするようにしている。私は、他人の気持ちをよく考える。」

96.3％が最も高く、次いで「私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。」、「私は、年

下のこどもたちに対してやさしくしている。」がいずれも 92.7％、「私は、誰かが心を痛め

ていたり、落ち込んでいたり、嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける。」90.9％とな

っています。一方、「あてはまらない」では「私は、他のこどもから、いじめられたり、からかわ

れたりする」90.9％が最も高くなっています。 

【中学２年生】 

    

  

3.6%

47.3%

27.3%

76.4%

45.5%

9.1%

7.3%

45.5%

20.0%

16.4%

7.3%

90.9%

18.2%

69.1%

50.9%

54.5%

32.7%

43.6%

18.2%

36.4%

50.9%

10.9%

38.2%

61.8%

50.9%

40.0%

7.3%

67.3%

21.8%

38.2%

41.8%

20.0%

29.1%

5.5%

18.2%

40.0%

81.8%

16.4%

18.2%

32.7%

52.7%

1.8%

14.5%

9.1%

9.1% 1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

私は、他人に対して親切にするようにしている。

私は、他人の気持ちをよく考える。

私は、よく頭やお腹がいたくなったり、

気持ちが悪くなったりする。

私は、他の子どもたちと、よく分け合う

（食べ物・ゲーム・ペンなど）

私は、たいてい一人でいる。だいたいいつも

一人で遊ぶか、人と付き合うこと避ける。

私は、心配ごとが多く、いつも不安だ。

私は、誰かが心を痛めていたり、落ち込んでいたり、

嫌な思いをしているときなど、すすんで助ける。

私は、仲の良い友だちが少なくとも一人はいる。

私は、落ち込んでしずんでいたり、

涙ぐんだりすることがよくある。

私は、同じくらいの年齢の子どもからは、

だいたい好かれている。

私は、新しい場面に直面すると不安になり、

自信をなくしやすい。

私は、年下の子どもたちに対して

やさしくしている。

私は、他の子どもから、いじめられたり、

からかわれたりする。

私は、自分からすすんでよくお手伝いをする

（親・先生・他の子どもたちなど）

私は、他の子どもたちより、

大人といる方がうまくいく。

私は、こわがりで、すぐにおびえたりする。

あてはまらない まああてはまる あてはまる 無回答
(n=55)



第２章 こども・若者を取り巻く状況 
 

26 

 

（４）小中学生保護者調査の主な結果 

※令和５年度に鹿児島県が実施した「かごしま子ども調査」において、内閣府の調査報告書の手法を参考に、

調査の世帯全員のおおよその年間収入の回答から、家族の人数を踏まえて「等価世帯収入」（世帯収入の

回答選択肢の中央値をとり、同居家族の人数の平方根をとったもので除す）を算出しており、等価世帯収入

の「中央値の２分の１」の額を貧困線（118.75万円）としています。本調査において、同線を下回る層をⅠ

層（それ以外をⅡ層）とし、分類して掲載しています。 

 

① 貧困線を下回る世帯の割合 

貧困線を下回るⅠ層の割合は 18.2％となっています。 

 

         

② 世帯別の状況 

貧困線を下回るⅠ層の割合は、ふたり親世帯 16.9％、母子世帯 23.1％、父子世帯

12.5％となっています。 

     

 

  

Ⅰ層

18.2%

Ⅱ層

81.8%

無回答

0.0%
(n=88)

16.9%

23.1%

12.5%

83.1%

76.9%

87.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ふたり親世帯

(n=65)

母子世帯

(n=13)

父子世帯(n=8)

Ⅰ層 Ⅱ層 無回答
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③ 現在の暮らしの状況 

「苦しい」（「苦しい」と「大変苦しい」の合計）と回答した割合は、Ⅰ層が 43.8％で、

Ⅱ層と比較し 21.5ポイント高くなっています。 

     

 

④ 経済的な理由により、こどもの学習意欲に応えられなかったことがあるか 

「ある」と回答した割合は、Ⅰ層が 37.5％で、Ⅱ層と比較し 15.3ポイント高くなってい

ます。 

     

 

  

16.7%

13.6%

50.0%

59.7%

58.0%

25.0%

16.7%

18.2%

18.8%

5.6%

8.0%

6.3%

1.4%

2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ層

(n=16)

Ⅱ層

(n=72)

全体

(n=88)

大変ゆとりがある ゆとりがある ふつう 苦しい 大変苦しい 無回答

37.5%

22.2%

25.0%

62.5%

76.4%

73.9%

1.4%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ層

(n=16)

Ⅱ層

(n=72)

全体

(n=88)

ある ない 無回答
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⑤ 経済的な理由により、こどもの進路に不安をいだいたことがあるか 

「ある」と回答した割合は、Ⅰ層が 81.3％で、Ⅱ層と比較し 34.1ポイント高くなってい

ます。 

     

 

⑥ 家族が必要とする衣服が買えないことがあったか 

「あった」（「よくあった」と「ときどきあった」の合計）と回答した割合は、Ⅰ層が 12.6％

で、Ⅱ層と比較し 7.0ポイント高くなっています。 

     

  

81.3%

47.2%

53.4%

12.5%

50.0%

43.2%

6.3%

2.8%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ層

(n=16)

Ⅱ層

(n=72)

全体

(n=88)

ある ない 無回答

6.3%

1.4%

2.3%

6.3%

4.2%

4.5%

18.8%

16.7%

17.0%

62.5%

77.8%

75.0%

6.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ⅰ層

(n=16)

Ⅱ層

(n=72)

全体

(n=88)

よくあった ときどきあった まれにあった まったくなかった 無回答
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（５）こども・若者調査の主な結果 

① 回答者の年齢 

年齢については、「35歳～39歳」31.4％が最も高く、次いで「30歳～34歳」

22.6％、「16歳～19歳」、「25歳～29歳」がいずれも 17.3％となっています。 

   

 

 

② 世間一般と比べた暮らし向き 

暮らし向きが世間一般と比べてどうであるかについては、「上」、「中の上」と回答した

割合の合計が 15.9％で、全国結果と比較して 7.4ポイント下回っています。 

 

   

 

  

17.3%

11.0%

17.3%

22.6%

31.4%

0.4%

18.4%

16.8%

18.6%

20.9%

25.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

16歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)

2.1%

13.8%

58.3%

19.8%

5.3%

0.7%

3.1%

20.2%

50.8%

19.7%

5.8%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

上

中の上

中の中

中の下

下

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)
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③ 現在の幸福度 

現在自分が幸せであると感じているかについて、「そう思う」、「どちらかといえばそう思

う」と回答した割合の合計が 83.1％で、全国結果とほぼ同様となっています。 

 

   

 

 

④ どの程度、孤独であると感じるか 

どの程度、孤独であると感じることがあるかについて、「たまにある」、「時々ある」、「し

ばしばある・常にある」と回答した割合の合計が 46.0％で、全国結果と比較して 6.5ポ

イント下回っています。 

   

  

39.6%

43.5%

10.6%

3.9%

2.5%

39.1%

45.3%

9.6%

4.1%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

そう思う

どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない

そう思わない

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)

17.7%

35.7%

27.9%

11.7%

6.4%

0.7%

15.0%

31.6%

30.6%

14.8%

7.1%

1.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

決してない

ほとんどない

たまにある

時々ある

しばしばある・常にある

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)
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⑤ 社会のために役立つことをしたいと思うか 

社会のために役立つことをしたいかについて、「そう思う」、「どちらかといえば、そう思

う」と回答した割合の合計が 87.3％で、全国結果を 4.4ポイント上回っています。 

 

   

 

 

⑥ 自分の将来について明るい希望をもっているか 

自分の将来について明るい希望をもっているかについて、「希望がある」、「どちらかと

いえば希望がある」と回答した割合の合計が 72.4％で、全国結果を 5.9ポイント上回っ

ています。 

   

 

  

33.6%

53.7%

7.8%

4.2%

0.7%

33.5%

49.4%

11.7%

4.8%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

そう思う

どちらかといえば、そう思う

どちらかといえば、そう思わない

そう思わない

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)

27.2%

45.2%

19.8%

6.7%

1.1%

24.1%

42.4%

23.9%

9.2%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

希望がある

どちらかといえば希望がある

どちらかといえば希望がない

希望がない

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)
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⑦ 普段の外出頻度 

普段どのくらい外出するかについて、「仕事や学校で平日は毎日外出する」72.8％が

最も高く、次いで「仕事や学校で週に 3～4日外出する」9.2％となっています。 

      

 

「普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する」、「普段は家に

いるが、近所のコンビニなどには出かける」、「自室からは出るが、家からはほとん

ど出ない」、「自室からほとんど出ない」と回答した方への質問 

⑧ 外出状況が現在の状態となってからの経過期間 

「３か月～６か月未満」42.9％が最も高く、次いで「３か月未満」、「６か月～１年未満」

がいずれも 14.3％となっています。 

       

72.8%

9.2%

3.9%

3.2%

1.1%

3.2%

0.7%

0.0%

6.0%

69.3%

12.1%

3.8%

4.3%

5.2%

3.6%

0.7%

0.2%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

仕事や学校で平日は毎日外出する

仕事や学校で週に3～4日外出する

遊び等で頻繁に外出する

人づきあいのためにときどき外出する

普段は家にいるが、自分の趣味に関する用事…

普段は家にいるが、近所のコンビニなどには…

自室からは出るが、家からは出ない

自室からほとんど出ない

無回答

中種子町

(n=283)

全国

(n=7,035)

14.3%

42.9%

14.3%

7.1%

7.1%

7.1%

0.0%

0.0%

7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

17.8%

9.7%

11.4%

14.5%

15.1%

12.9%

5.4%

3.8%

4.6%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

３か月未満

３か月～６か月未満

６か月～１年未満

１年～２年未満

２年～３年未満

３年～５年未満

５年～７年未満

７年～10年未満

10年～15年未満

15年～20年未満

20年～30年未満

30年以上

中種子町

(n=14)

全国

(n=682)
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⑨ こども大綱で設定されている数値目標に関する調査結果 

「あなたの周りには、こどもや若者の遊びや体験活動の機会や場が十分にあると思う

人の割合」を除き、他の項目において全国結果を上回っています。 

 

   

  

31.1%

76.3%

66.0%

41.0%

45.0%

41.0%

74.2%

30.7%

50.2%

38.2%

70.3%

20.0%

54.4%

34.5%

27.8%

30.9%

30.7%

54.4%

40.4%

43.1%

27.2%

51.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割

合

「こどもは権利の主体である」と思う人の割合

「社会において、共働き・共育て（家庭内で男女ともに仕事

や家事、子育てに参画すること）が推進されている」と思う

人の割合

「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっ

ている」と思う人の割合

「保護者の子育てが地域で支えられている」と思う人の割合

「保護者が、こどもの基本的な生活習慣や自立心等を育む教

育を家庭で行うための支援がされている」と思う人の割合

「学校は、こどもが安全に安心して過ごすことができる、こ

どもにとって大切な居場所の１つである」と思う人の割合

「あなたの周りには、こどもや若者の遊びや体験活動の機会

や場が十分にある」と思う人の割合

「こども・若者の心身の健康等についての情報提供やこころ

のケアが十分だ」と思う人の割合

「障がいのあるこども・若者、発達に特性のあるこども・若

者の地域社会への参加・包容が推進されている」と思う人の

割合

「自分の将来についての人生設計（ライフプラン）につい

て」考えたことがある人の割合

中種子町

(n=283)

全国

(n=11,853)
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⑩ 結婚や同棲の必要性に対する考え方 

「結婚・同棲・恋人はいずれも、必ずしも必要ではない」が 54.1％で最も高くなってお

り、全国結果と比較し、15.1ポイント上回っています。 

「結婚はした方がよい」が 32.2％で、全国結果と比較し、12.0ポイント下回っており、

結婚や同棲に対して必要性を感じていない割合が高い結果となっています。 

 

      

 

⑪ 結婚生活について不安に感じること 

結婚生活について不安に感じることについては、「結婚生活にかかるお金」37.3％が

最も高く、次いで「お互いの親族との付き合い」34.3％、「２人の間で起こる問題の解決」

33.5％となっています。 

       

1.7%

32.2%

2.6%

6.4%

54.1%

2.6%

0.4%

3.6%

44.2%

2.3%

9.6%

39.0%

0.7%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

結婚は必ずするべきだ

結婚はした方がよい

結婚はしなくてもよいが、同棲はした方がよい

結婚・同棲はしなくてもよいが、恋人はいた方がよい

結婚・同棲・恋人はいずれも、必ずしも必要ではない

その他

無回答

中種子町

(n=233)

全国

(n=1,372)

37.3%

34.3%

33.5%

30.5%

30.5%

27.9%

24.5%

20.2%

13.3%

10.7%

10.3%

2.1%

11.6%

0.4%

42.3%

35.2%

35.6%

34.0%

27.1%

34.8%

27.6%

24.6%

7.9%

10.4%

11.5%

1.6%

9.6%

0.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

結婚生活にかかるお金

お互いの親族との付き合い

２人の間で起こる問題の解決

お互いの親の介護

子どもの育て方

２人の相性

子どもの教育

自分の自由の制約

子どもができない可能性

お互いの前の配偶者やパートナーとの子どもへの

向き合い方

雇用が安定していない

その他

特にない

無回答

中種子町

(n=233)

全国

(n=1,372)
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⑫ 育児を支援する施策として何が重要だと思うか 

育児を支援する施策として重要だと思うものについては、「教育費の支援、軽減」

60.1％が最も高く、次いで「公園など、こどもを安心して育てられる環境の整備」

47.6％、「小児医療の充実」45.9％となっています。 

   

 

  

60.1%

47.6%

45.9%

41.2%

39.5%

36.5%

34.3%

33.5%

33.0%

32.6%

28.8%

27.0%

24.0%

23.6%

23.2%

22.3%

12.0%

2.6%

4.3%

0.4%

69.7%

34.3%

38.7%

41.2%

49.3%

36.9%

31.6%

36.6%

35.2%

45.4%

39.0%

34.1%

27.6%

34.0%

33.7%

33.0%

12.1%

1.7%

4.1%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

教育費の支援、軽減

公園など、こどもを安心して育てられる環境の整備

小児医療の充実

各自のニーズに合わせた保育サービスの充実（保育所、保育マ

マ、ベビーシッターなど）

子育ての経済的負担を軽減するための手当の充実や税制上の措置

育児休業中の所得保障の充実

子育て家庭等の育児不安に対する相談・援助や、親子が気軽に集

うことのできる場の提供

こどものいる世帯への住宅費の支援

男性の育児休業の取得促進

雇用の安定

出産・育児による休職後の職場復帰の保障の充実

企業のワーク・ライフ・バランスを促進する政策を充実させるこ

と

３人以上のこどもがいる世帯への支援の充実

こどもに対する犯罪の防止など、地域における治安の確保

育児休業や短時間勤務などの制度利用がキャリアのハンデとなら

ないための取組

ひとり親家庭への支援の充実

こどもを生み育てることの喜び、楽しさの啓発

その他

特にない

無回答

中種子町

(n=233)

全国

(n=1,372)
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３ 本町における課題 

こども・若者に関するデータ及び各種アンケート調査の結果等から、本町における主な課題

を抽出しました。 

 

（１）少子化対策 

本町の出生数は減少傾向で推移しており、令和５年度は 27人となっています。合計特殊

出生率は、国や県より高い値ではあるものの平成 30年から令和４年までの平均が１．９９と

なっており、令和７年度以降の少子化の進行は進むものと予想され、将来的な園児数や児

童生徒数の減少が懸念されます。 

少子化の背景には、未婚・晩婚化、経済的な不安定さ、男女の仕事と子育ての両立の難

しさ、家事・子育ての負担が女性に偏っている状況、出会いの機会の減少、若者の人口流出

など、様々な要因が複雑に絡み合っています。対策は容易ではありませんが、結婚や出産、

子育てに関する一人一人の希望がかなえられるよう取り組む必要があります。 

 

（２）子育て環境や支援の満足度 

本町の子育ての環境や支援に「満足」と回答した人の割合は、就学前児童保護者

23.4％、小学生保護者 20.3％なのに対して、「満足していない」と答えた人の割合は、就

学前児童保護者 28.5％、小学生保護者 24.2％となっています。 

町に求める子育て支援策としては、「子連れでも出かけやすく楽しめる場所を増やしてほ

しい」、「安心してこどもが医療機関にかかれる体制を整備してほしい」と回答した割合が高

くなっています。 

満足度の向上を目指して、こどもや子育て世帯への支援を総合的に充実させていく必要

があります。 

 

（３）相談支援体制の充実 

子育てをする上で、気軽に相談できる人や場所が「いる/ある」と回答した割合は、就学前

児童保護者９０．５％、小学生保護者８９．６％となっています。その一方で、「いない/ない」と

回答した割合は、就学前児童保護者７．３％、小学生保護者７．８％となっています。 

こども若者調査では、孤独であると感じることが「しばしばある・常にある」と回答した割

合が６．４％となっています。また、ひきこもり状態にあると思われる割合は２．１％となっていま

す。 

困りごとが起こった時に、相談できる人がいない保護者や孤独を感じている人を相談支

援に確実につなげていく必要があります。また、身近に相談できる人がいる場合でも、その

人たちとのつながりが絶たれた場合を考慮し、相談窓口の受け皿を準備しておくことも重要

です。 
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（４）幼児期までのこどもの育ちの支援 

国の「幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョン」にあるとおり、乳幼児期は、こ

どもの生涯にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人生の確かなスタートを切るために最

も重要な時期です。全てのこどもが質の高い幼児教育・保育を受けることができるよう取り

組む必要があります。 

 

（５）妊娠前から子育て期までの切れ目のない支援 

核家族化の進展、地域のつながりの希薄化など、家庭を取り巻く環境が変化する中で、

祖父母や近所の人から子育て等に関する助言や支援を受けることが難しくなっています。 

「こども家庭センター りんく」を中心として、関係機関の連携のもと、妊娠前から子育て期

まで切れ目なく相談支援を行い、全ての人が安心して妊娠・出産・子育てができるよう取り

組む必要があります。 

 

（６）仕事と子育ての両立支援 

仕事と子育てを両立させる上で大変だと感じることについては、「自分が病気・けがをし

た時やこどもが急に病気になった時に代わりに面倒をみる人がいない」が就学前児童保護

者４６．７％、小学生保護者３１．６％で最も高くなっています。 

核家族世帯、共働き世帯が増加し、仕事等の理由で、こどもを自宅でみることのできない

場面が増えています。家事・育児の負担が、依然として女性に偏っている現状も踏まえ、一時

預かりや病児・病後児保育など、保護者の実態とニーズに合わせた一時的保育等関連サ

ービスの充実に取り組む必要があります。 

 

（７）ひとり親家庭への支援 

令和５年度に鹿児島県が実施したかごしま子ども調査によると、貧困の課題を抱えてい

ると思われる世帯「（等価世帯収入の）中央値の２分の１未満の世帯」の割合は、母子世帯

においては４６．２％と非常に高くなっています。仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひと

り親家庭は、いわゆる「時間の貧困」にも陥りやすいと言われています。それぞれの世帯に寄

り添った相談支援を行い、生活支援や就労支援等、最適な支援につなげていく必要があり

ます。 

 

（８）出会いや結婚への支援 

こども若者調査では、「結婚はした方がよい」が３２．２％で、全国結果と比較し、１２．０ポ

イント下回っており、結婚や同棲に対して必要性を感じていない方が多い結果となっていま

す。 
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結婚生活について不安に感じることについては、「結婚生活にかかるお金」が３７．３％で

最も高くなっています。 

若者が自らの結婚に関する希望をかなえることができるように、出会いや結婚への支援

をより推進していく必要があります。 

 

（９）こどもの貧困対策 

令和５年度に鹿児島県が実施したかごしま子ども調査によれば、貧困の課題を抱えてい

ると思われる世帯の割合は、全体で１２．６％、母子世帯においては４６．２％となっています。

家庭の経済状況は、こどもの進路選択や家庭環境にも影響を及ぼしている可能性がありま

す。調査結果では、世帯の収入の水準が低くなると、こどもの学習意欲に応えられなかった

こと経験やこどもの進路に不安をいだいた経験が高くなっています。 

貧困と、その次世代への連鎖を断ち切るため、教育の支援や生活の安定のための支援に

取り組む必要があります。 

 

（１０）障がい児等への支援 

国が 2014年に批准した「障害者の権利に関する条約」やこども基本法の理念を踏ま

え、障がいのあるこども・若者や発達に特性のあるこども・若者について、それぞれの特性や

状況に応じた支援を行うとともに、特別な支援を要するこどもと他のこどもが一緒に教育・

保育を受けることができる、インクルーシブ教育・保育の体制づくりを推進していく必要があ

ります。 

障がい児等への支援を推進することによって、「障がいのあるこども・若者、発達に特性の

あるこども・若者の地域社会への参加・包容が推進されている」と思う人の割合（現状値は

３８．２％）を高めていく必要があります。 

 

（１１）こども・若者や子育て世帯の意見反映 

こども基本法において、こどもの意見表明権と意見の尊重は基本理念とされており、地方

公共団体は、こどもに関する施策を策定・実施・評価する際には、当事者であるこども・若者

や子育て世帯の声を聴き、反映させることが義務付けられています。様々な機会を捉えて、こ

どもの意見を聴取し、聴取した意見を施策に反映することが重要です。 

「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と回答した割合は、３１．１％と低くなってお

り、こどもまんなか社会の実現に向けて、こどもの意見表明権について、広く周知・啓発に努

めていく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

将来を担うこども・若者は社会の希望であり、未来をつくる存在です。こども・若者の健やか

な育ちと子育てを支えることは、一人一人のこどもや若者、子育て当事者の幸せにつながり、

また、地域社会にとっては推進すべき取組となっています。  

近年、経済的な問題や家族関係の問題などで、こども・若者の健全な成長や安心・安全な

暮らしが妨げられることがあります。そうした場合に、地域が手を差し伸べ、必要な支援へとつ

なげることで、自立した生活を送ることができるようになります。  

こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向け、こども・若者や子育て当事者に

寄り添い、ともに進んでいくことで、こどもや若者が夢と希望をもって、健やかに安心して暮らす

ことのできるまちを目指すため、次の基本理念を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

なお、こども大綱では、こども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることがで

きる「こどもまんなか社会」の実現に向けて、日本国憲法、こども基本法及びこどもの権利条

約の精神にのっとり、６本の柱を国におけるこども施策の基本的な方針としています。本計画に

おいても、こども大綱の６本の柱を基本方針とし、それを踏まえ施策を展開します。 

 

 

 

 

 

  

【基本理念】 

「共につくる 生きがいに満ちた まちづくり」 

（１）こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、

権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

（２）こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聞き、対話しなが

ら、ともに進めていく 

（３）こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、

十分に支援する 

（４）良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が

幸せな状態で成長できるようにする 

（５）若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前

提として若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻

む問題の打破に取り組む 

（６）施策の総合性を確保するとともに、国、県、近隣市町村、民間団体等との連

携を重視する 
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２ 基本目標 

基本理念の実現に向けて、以下の５つの基本目標を定め、施策の展開を図ります。 

 

基本目標１ こどもを生み育てることができるまちづくり 

こどもを生みたいときに安心して妊娠・出産できる環境を整備するとともに、幼児期までのこ

どもの育ちを支える良質な環境づくりを推進し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期

までのこどもへの教育・保育内容の充実を図ります。 

 

 

基本目標２ こどもが成長できるまちづくり 

こどもの最善の利益が尊重されることを基本に、こどもが、夢や志をもち、粘り強く挑戦し、

自らの人生を切り拓き、社会に貢献できる人づくりを推進します。 

 

 

基本目標３ 若者が活躍できるまちづくり 

若者が社会の一員として役割を果たせるよう、関係機関の協力のもと、若者の自立支援等

を行うことによって、自らの意思で将来を選択し、活躍できるように支援します。 

 

 

基本目標４ 全てのこどもが幸せな状態で成長できるまちづくり 

必要なときに必要なサービスを受けることができる体制を確保し、こどもの成長過程全体を

通した支援によって、こどもの心身の状況、置かれた環境等にかかわらず、身体的・精神的・社

会的に将来にわたって幸せな状態で生活を送ることができるよう推進します。 

 

 

基本目標５ 子育て当事者がこどもに向き合えるまちづくり 

家庭と社会が、相互に養育力を補完し、高め合うとともに、子育て当事者が、経済的な不安

や孤立感、過度な使命感や負担感を抱くことなく、育児と仕事等を両立しながら、健康で、自

己肯定感とゆとりをもって、こどもに向き合えるよう、子育てしやすい環境をつくります。 
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３ 施策の体系 

  

基本理念 基本目標

基本目標１

こどもを生み育てることが

できるまちづくり
（こどもの誕生前から幼児期まで）

具体的な取組

基本目標２

こどもが成長できるまちづくり
（学童期・思春期）

基本目標３

若者が活躍できるまちづくり
（青年期）

基本目標４

全てのこどもが幸せな状態で

成長できるまちづくり

基本目標５

子育て当事者がこどもに

向き合えるまちづくり

１ 親と子の健康づくりに向けた支援

２ 乳幼児期の教育・保育の充実

３ 妊娠・出産や子育てに関する相談・情報

発信体制の充実

１ こどもが安心して過ごし学ぶことの

できる質の高い教育の推進

２ 居場所づくり

３ 小児医療体制や心身の健康等についての

情報提供

４ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に

関する情報提供や教育

１ 未来へ踏み出す若者応援

２ 若者の社会的参加に向けた支援

３ 出会いや結婚への支援

１ 生活に困難を抱える子育て家庭などへの

支援

２ 障がいや発達に不安のあるこどもへの

支援

３ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進

４ こども・若者の自殺対策、犯罪などから

こども・若者を守る取組

５ こども・若者の権利の尊重

６ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減

２ 地域子育て支援、家庭教育支援

３ 共働き・共育ての応援

共
に
生
き
る

生
き
が
い
に
満
ち
た

ま
ち
づ
く
り



第４章 施策の展開 
 

42 

 

第４章 施策の展開 

第１節 こどもを安心して生み育てることができるまち 

こどもの誕生前から幼児期までは、こどもの将来にわたる幸福の基礎を培い、人生の確か

なスタートを切るための最も重要な時期です。 

また、乳幼児は多くの時間を家庭や地域の中で過ごし、育ちの環境は多様です。その多様

性を尊重しつつ、保護者・養育者の「子育て」を支えることだけでなく、「子育ち」に係る質にも

社会がしっかりと目を向け、保護者・養育者の就労・養育状況を含むこどもの置かれた環境等

に十分に配慮しつつ、ひとしく、切れ目なく、ウェルビーイングの向上を図ることが重要です。 

乳児期におけるしっかりとした愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信頼感の醸成、

幼児期における他者との関わりや基本的な生きる力の獲得を通じて、一人一人のこどもが、か

けがえのない個性ある存在として認められ、自己肯定感をもって成長することができるように

することが必要です。 

 

１ 親と子の健康づくりに向けた支援 

妊娠から出産後までこどもの生涯にわたる心と身体の健康づくりに向け、ライフステージに

応じた健康づくり、各種健康診査や産後の支援体制、小児医療体制の確保に取り組みます。 

また、適切な生活習慣の形成を図るとともに、親と子の望ましい食習慣の確立に向け、体験

活動をはじめとする食育の機会の充実を図ります。 

 

（１）母子の健康管理 

母子健康手帳交付時に保健師等の専門職が面談を行い、出産前後の家庭の育児支援

や産後ケア事業など適切なサービス利用につなげることで、出産や育児に係る母親の負担

軽減を図りつつ、各種健診や予防接種、乳児家庭全戸訪問事業、栄養指導の実施により、

母子の健康管理を推進していきます。 

 

（２）乳幼児健康診査等の充実 

乳幼児期に病気や発達に不安のあるこどもの早期発見・早期治療と適切な保健指導が

行えるよう、各種健診の受診率の向上と充実を図ります。また、乳幼児健診後、支援の必要

なこどもへの継続的なフォロー体制を充実するとともに、母親の体調不良や悩みを抱える保

護者等を早期に把握し、必要に応じて専門機関による相談支援や医療機関の受診につな

げます。 

 

  

基本目標１ こどもを安心して生み育てることができるまちづくり 
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（３）産後の支援体制の充実 

安全で安心した子育てができるよう、全ての乳児を対象に保健師等が訪問して、乳児の

発育や母親の健康についての確認や相談、保健指導を行います。また、心身のケアや育児

のサポート等を行い産後も安心して子育てができるための支援体制として、産後ケア事業

の利用推進を行います。 

 

（４）小児医療体制の情報提供 

広報紙による休日当番医の周知を継続するとともに、鹿児島県が実施している小児救急

電話相談（#8000）、いつでも気軽に医師に相談ができる住民向け「遠隔医療相談アプ

リ」の周知を図り、夜間・休日のこどもの急病等に関して、保護者の不安を解消し、適切な受

診を促進します。 

 

（５）食育の推進 

保育所等や学校における教育の場において、給食等に地場産物を使用し、食に関する指

導の「生きた教材」として活用し、地域の自然、文化、産業等に関する理解を深めるととも

に、食に関する知識や生きる力を育みます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

中種子町離島地域不妊治療

支援事業助成金交付 

保険適用による特定不妊治療を行う医療機関のない

離島地域の夫婦の経済的負担を軽減するため、特定

不妊治療に係る交通費や宿泊費を助成することで、安

心してこどもを生み育てることのできる環境づくりを推

進します。 

地域福祉課 

こども未来係 

母子健康手帳交付 
交付日を月２回設定し、産婦人科からの妊娠届出書を

提出した者に交付します。 

妊婦健康診査 
妊婦の健康の保持及び増進を目的とした妊婦健康診

査について、14回分の助成を行います。 

妊婦歯科検診 

母子手帳集団交付時に歯科検診を実施します。個別 

交付者には、町内の歯科医院で受診できるよう妊婦 

歯科検診無料受診券を交付します。 

にじいろ家族 
「妊婦体験」、「沐浴・家族計画」等をニ－ズに合わせ

て実施します。 

遠方の分娩取扱施設への交 

通費等支援事業 

医学的な理由等により、周産期母子医療センタ－で分

娩する必要がある妊婦であって、住所地から最も近い

周産期母子医療センタ－までおおむね60分以上の移

動時間を要する妊婦に対し、交通費及び宿泊費を助

成します。 

未熟児養育医療の助成 

養育のため病院又は診療所に入院することを必要とす

る未熟児に対し、交通費・宿泊費・医療費の助成を行

います。 

新生児聴覚検査 
新生児に対し実施し、聴覚障がいの早期発見・早期療

育につなげることを目的とします。 
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事業・取組名 概要 担当課 

産婦健康診査 
産後うつの予防や虐待予防を図るため、産後２週間と

産後１か月の産婦に対し健康診査を行います。 

地域福祉課 

こども未来係 

新生児（乳児）等訪問、乳児

家庭全戸訪問事業 

助産師・保健師が産婦及び乳幼児を訪問し、体調の

変化や育児についての支援や子育ての孤立化を防ぐ

ため、不安や悩みを聞いたり子育てに関する情報提供

を行います。 

養育支援訪問事業 

様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対し

て､具体的な養育に関する指導助言等を訪問により養

育上の諸問題の解決・軽減を図ります。 

にじいろクラス 

生後２か月児とその保護者を対象とし、乳児の身体 

計測や保護者の育児不安軽減のための相談支援、保 

護者同士の交流を図ります。 

乳幼児健診 

乳幼児の健康の保持及び増進を図るため、発達の節

目にあわせて実施します。５歳児には、手作りおやつの

配布や媒体を用いたむし歯予防の講話を実施します。 

乳幼児歯科健診 
９～11 か月から５歳児健診までの集団歯科検診・個

別歯科保健指導等を実施します。 

乳幼児相談 

健診後の経過の確認や発育発達や育児上の不安等

について、専門職（医師・保健師・管理栄養士・歯科衛

生士及び理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）に相

談できる体制を整えています。 

産後ケア事業（訪問型、短 

期入所型、通所型） 

産後１年以内の母子で家族等から、十分な家事や育

児の援助が受けられず心身の不調や育児不安のある

者に対し、個別の心身のケアやサポ－ト等の支援を実

施します。訪問型直営、短期入所型と通所型は医療機

関委託で実施します。 

巡回相談 

相談を希望する町内の保育施設、小学校、中学校に専

門職（理学療法士、言語聴覚士等）を派遣し、発達支

援等に関する助言を行います。 

りんくのひろば 
親子で遊び、保護者同士の交流ができるよう交流スペ

－スを解放します。 

かごしま子育て支援パスポ

ート事業 

鹿児島県及び県内の市町村、事業の趣旨に賛同いた

だいた協賛店と共同で、子育て家庭を応援するため実

施します。 

乳幼児健診の場を通じた情

報提供 

３か月児から８か月児まで、試食を混じえた離乳食指

導を行います。９～11 か月児健診では、手作りおやつ

の配布や食事指導を行います。また、１歳６か月児には

健康教育を実施します。 
町民課 

保健センター 栄養相談・栄養指導の実施 
乳幼児健診時や電話・来所での相談を随時受け付け

ています。 

おやこ料理教室 

町内小学校７校、中学校１校、保育所、認定こども園に

案内文を出し、食育の話や親子料理教室を通して食の

大切さを啓発します。 

食育の推進 

保育所にある畑等を利用し、種の植え付け及び収穫を

行い園児が旬の食材を自分たちで育て食べることの

喜びを学びます。 

中央保育所 
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２ 乳幼児期の教育・保育の充実 

乳幼児期の発達の特性を踏まえ、幼児教育・保育の基本である遊びと学びの充実を図りな

がら「生きる力」の基礎を育みます。また、安心してこどもを預けることができるよう、教育・保育

環境を提供しつつ、幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接続を図ります。 

 

（１）生きる力を育む幼児教育・保育の推進 

こどもの主体的な活動を大切にし、指針等に基づく教育・保育施設それぞれの理念や独

自性に基づいた教育・保育を尊重しながら、適切な指導監査などによる質の向上を図ると

ともに、小学校、家庭や地域との連携を深め円滑な接続によりこどもたちが健やかに成長で

きる環境の充実を図ります。 

 

（２）多様化する教育・保育ニーズへの対応 

一時預かり事業といった従来の事業に加え、令和８年度からは就労要件を問わず時間単

位等で柔軟に保育所等を利用できる「こども誰でも通園制度」を実施します。 

 

（３）こども・子育てを支える人材の確保・育成 

新規卒業者の確保や職員配置基準の改善による保育士の負担軽減を図り、安定的な保

育人材の確保に努めます。また、中高生等に対して保育体験活動等を通した魅力発信を行

うなど、次世代の人材の育成を図ります。 

 

（４）こどもが健やかに育つ環境づくり 

乳幼児と保護者が絵本を通して心触れ合うひとときをもつきっかけを作ったり、スキンシッ

プを介したコミュニケーションを通して、親と子の心がふれあう活動を推進します。また、保護

者への各種相談や教室等を通じてこどもたちが健やかに成長できる環境の充実を図りま

す。 

 

（５）教育・保育環境等の整備 

こども・子育て支援事業債をはじめとする様々な交付金の活用を視野に入れながら、施設

整備や子育て関連施設の環境改善を実施します。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

一時預かり事業 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となっ

た乳幼児について、主として昼間において、一時的に預

かり、必要な保育を行います。 

中央保育所 

地域福祉課 

こども未来係 

りんくのひろば 
親子で遊び、保護者同士の交流ができるよう交流スペ

－スを解放します。 地域福祉課 

こども未来係 
病後児保育 

公立種子島病院内の病後児保育施設ひだまりにおい

て、病後児保育事業を実施します。 
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３ 妊娠・出産や子育てに関する相談・情報発信体制の充実 

子育て家庭が抱える不安や悩みに対して、家庭の状況に応じた相談窓口が選択できるよう、

窓口の体制強化や子育てに関する情報の周知啓発を行い、関係機関と連携しながら、相談を

受けた後も切れ目のない支援に取り組みます。 

 

（１）こども家庭センターの機能強化 

「こども家庭センター」の機能強化を図るため、より身近な場所での気軽な相談や、必要

な方々への適切な支援メニューの充実を図りながら、地域のネットワークと一体となって継

続的に支援し、妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、妊娠期から子育て期を通じた切れ目の

ない母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います。 

 

（２）家庭教育への支援 

こどもが基本的な生活習慣等を身につけられるよう、妊娠・出産・育児についての勉強会

や講演会、イベントを行い、親同士が子育てについて楽しく学び、情報交換ができる機会を

提供し、家庭における教育力の醸成を支援します。 

 

（３）地域子育て支援拠点事業等の充実 

地域子育て支援拠点である子育て支援センター「おひさま」や保育所の各種行事・園庭

開放等により、地域の身近な場所で乳幼児と保護者同士の交流や子育ての場を提供する

とともに、子育てに関する情報提供や相談支援の充実を図ります。 

 

（４）子育て支援情報の発信 

町ホームページによる子育てひろば「おひさま」の活動内容の公開を継続するとともに、

様々な媒体を活用し、子育て支援情報の発信の充実に努めます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

こども家庭センターりんく 

児童福祉事業及び母子保健事業を一元化し、全ての

妊産婦・子育て家庭・こどもを対象に切れ目のない、包

括的・継続的な支援（相談に応じた子育てや教育・保

育の利用に必要な情報の提供、助言など）を行いま

す。 

地域福祉課 

こども未来係 

地域子育て支援拠点事業

（つどいの広場） 

子育て支援センター「おひさま」において、育児不安等

についての相談や子育て親子が気軽に集い、交流が

できる場を提供します。 

中央保育所 
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第２節 基本目標２ こどもが成長できるまちづくり 

学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社

会性などを育む時期です。自らのことを客観的に捉えられるようになり、善悪の判断や規範意

識を形成するとともに、集団生活で様々な課題に直面する中で、自らの役割や責任を自覚し、

友人関係や遊びを通じて協調性や自主性を身に付けます。学童期のこどもが、安全で安心で

きる環境の中、小さな失敗も経験しながら、直面した課題に全力で取り組んで達成する成功

体験を重ね、自己肯定感を高めることができる環境を整えていくことが重要です。 

思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、自らの内面の世界があること

に気づき始め、他者や社会との関わりの中で、自分の存在の意味、価値、役割を考え、アイデ

ンティティを形成していく時期です。一方で、自己の存在に対しての様々な葛藤を抱えたり、学

業や家族・友人との関係や恋愛などに悩んだりする繊細な時期でもあります。思春期のこども

が、自己肯定感を高めることができ、成育環境などを理由に自らの進路の選択が制約される

ことがないよう支えていくことが重要です。 

 

１ こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い教育の推進 

こどもたちが、粘り強く挑戦し、自らの人生を切り拓き、力強く生きることができるよう、技術

革新やグローバル化に対応した資質・能力の育成に向けた教育を推進するとともに、全てのこ

どもに学びの機会を確保することで、こどもが安心して過ごし学ぶことのできる教育環境づく

りを進めます。 

 

（１）次世代の担い手となる人材の育成 

急速に進む技術革新やグローバル化に対応する質の高い教育環境や安全で安心な学

習環境の整備、児童生徒一人一人の資質・能力を最大限に伸ばす主体的・対話的で深い

学びを実現する教育、学校や家庭、地域、企業等の連携・協働に関する取組を促進し、地域

社会全体で次世代の担い手となる人材を育成します。 

 

（２）安全・安心な教育環境の充実 

安全に快適に学び、安心して過ごせる教育環境に向けて、適正規模と配置の推進や、学

校施設の長寿命化を推進します。 

 

（３）情報活用能力の育成 

デジタル化の進展とともに、こどもたちが時代に合った教育を受けられるようにＩＣＴ環境

を整備します。全ての児童・生徒に端末を提供し、個別最適な学びの実現や協働的な学び

の深化を図ります。 
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（４）全てのこどもの学びの保障 

全てのこどもが家庭環境や経済状況に関係なく、質の高い教育を受けられるよう、必要な

学習支援を提供します。特に、経済的理由による就学が困難な場合、小中学生への就学援

助支援、高校生や大学生に対する奨学資金貸付制度を継続します。 

 

（５）いじめや不登校のこどもへの支援 

いじめや不登校等の支援については、県の事業を活用してスクールカウンセラーを配置

し、さらに必要に応じてスクールソーシャルワーカーの支援を受ける体制を整備します。保護

者や学校、関係機関と連携して学習支援や生活支援を行うとともに、教育支援センター等

の多様な学びの場の保障を図りながら、自発性や社会性、社会への適応力を育みます。 

 

（６）障がいや多様な教育的ニーズへの対応 

学びに困難を抱えるこどもたちに寄り添った学習環境の整備のため、特別支援教育の質

の向上を目指すとともに、小中学校各段階に応じて、全ての児童生徒が、一人一人の可能

性や持てる力を最大限に伸ばせる最適な場で豊かに学び合うインクルーシブ教育を推進

し、一人一人の個性に応じた支援を行います。 

 

（７）スポーツ・文化芸術環境の整備 

将来にわたり、こども・若者がスポーツ・芸術に継続して親しむことができるよう、部活動

の地域展開に向けた地域のスポーツ・文化芸術環境の整備を進めます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

学力の定着 

各種学力検査結果の分析を行い、各学校の課題に応

じた指導法の改善や共通実践項目を設定し、児童生

徒の学力内容の定着を図ります。 

学校教育課 

特別支援教育の推進 

児童生徒の特別な教育的ニーズを的確に把握し、適

切な支援や助言を行うことにより個々の児童生徒の適

切な発達を促します。 

特色ある学校づくり事業 
各学校、地域の特性を生かして体験的な特色ある教

育活動を実施します。 

うみがめ留学制度 

留学実施委員会を組織した小学校区が、島外から転

学を希望する｢留学生｣として受け入れ、地元児童との

交流の中で、お互いが刺激を受けることにより教育効

果の向上と学校及び地域の活性化を図ります。 

教職員研修会 
各教科担当や職種毎に研修を実施することで、指導力

の向上や効果的な業務の推進を図ります。 
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事業・取組名 概要 担当課 

教育相談事業 

小中学校へスクールカウンセラーを派遣し、生徒・児

童・保護者・職員の相談活動を実施します。また、臨床

心理士の派遣事業を実施し、生徒・児童・保護者の教

育相談を行います。 

学校教育課 
キャリア教育推進事業 

各小中学校で、児童生徒が自分の生き方や働き方に

ついて学び、考える機会を設けます。また、高学年児童

が町内の多様な職業の方の話を伺うキャリアフェスタ

を行います。 

就学援助の実施 

経済的理由により就学ができない児童生徒が出ない

よう、保護者に対して、学用品費や修学旅行費など就

学に必要な経費の一部を援助します。 

教育支援センター 

「フレンドコネクト」 

不登校児童・生徒の居場所として福祉センター内に設

置し、学習や体験活動に取り組みます。 

学校施設の改修事業 
安心安全な教育環境を確保するため、学校施設の改

修を行い、施設の快適性と安全性の向上を図ります。 
教育総務課 

学校給食の充実 

栄養教諭による各学校への訪問指導を充実し、児童

生徒及び保護者への「食」に対する意識の高揚を図り

ます。 

給食センター 

食育に関する保健・教育等

の連携 

学校保健委員会等での食育に関する講話の実施やパ

ソコンを使った食事バランスチェックを行います。 

町民課 

保健センター 

家庭教育学級 

町内の全ての小・中学校において、家庭教育の重要性

や家庭教育の在り方などについて学習する場として実

施します。 

社会教育課 

子ども体験活動促進事業 

多くの人々との交流を通して様々な体験を行うことで、

こどもたちの個性や創造性を更に深め、健康で豊かな

人間形成を目指します。 

指導者養成講座の充実 
スポーツ推進員の研修会、スポーツ少年団指導者講

習会を実施します。 

なかたねの子表彰 
文化活動やスポーツ活動、善行活動において、めざま

しい功績を収めた児童生徒を表彰します。 

健全育成対策 
長期休業前（夏）及び夏祭り終了後に「愛のパトロー

ル」を実施し、青少年の非行防止啓発に努めます。 

青少年育成推進員活動への

支援 

各小学校区に青少年推進員を配置し、地域と連携して

各種行事等での活動を支援します。また、安全教育・人

権教育等研修会を行い、推進員の育成を図ります。 

 

 

２ 居場所づくり 

誰一人取り残さず、こども・若者の視点に立った多様な居場所づくりが行われるよう、こども

の居場所づくりに関する指針（令和５年 12月 22日閣議決定）に基づき、こども・若者の声を

聴きながら居場所づくりを推進します。 

全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、放

課後のこどもの遊びと生活の場である放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進めます。 

  



第４章 施策の展開 
 

50 

 

（１）こども・若者の視点に立った居場所づくり 

その場を居場所と感じるかどうかはこども・若者本人が決めるものであるという前提に立

って、こども・若者の声を聴きながら居場所づくりを推進します。 

その際、多くのこども・若者の居場所となっている児童館、子ども会、こども食堂や学習支

援の場など多様な居場所、公民館や図書館などの社会教育施設などが、こども・若者にと

ってよりよい居場所となるよう取り組みます。 

 

（２）放課後児童対策の推進 

全てのこどもが放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、

全ての児童に様々な交流、体験等の機会を提供する放課後子供教室の設置促進や放課後

のこどもの遊びと生活の場である放課後児童クラブの受け皿整備を着実に進め、放課後児

童クラブの安定的な運営を確保するとともに、学校施設の利用促進の観点も含め放課後児

童対策に取り組みます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

放課後児童健全育成事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象

に、放課後における安全で健やかな育成を推進するた

め、地域の中で児童を見守り育てます。 

地域福祉課 

こども未来係 

教育支援センター 

「フレンドコネクト」【再掲】 

不登校児童・生徒の居場所として福祉センター内に設

置し、学習や体験活動に取り組みます。 
教育委員会 

 

 

３ 小児医療体制や心身の健康等についての情報提供 

こどもが休日・夜間を含めいつでも安心して医療サービスを受けられるように、広報紙によ

る休日当番医の周知を継続するとともに、鹿児島県が実施している小児救急電話相談

（#8000）や「産婦人科オンライン」、「小児科オンライン」サービスの周知を図ります。 

こども・若者が、自らの発達の程度に応じて、心身の健康、性に関する正しい知識を得て、Ｓ

ＯＳを出したり、セルフケアをしたり、自らに合ったサポートを受けたりできるように、性と健康に

関する教育や普及啓発・相談支援を進めます。 

 

（１）小児医療体制の情報提供【再掲】 

広報紙による休日当番医の周知を継続するとともに、鹿児島県が実施している小児救急

電話相談（#8000）、いつでも気軽に医師に相談ができる住民向け「遠隔医療相談アプ

リ」の周知を図り、夜間・休日のこどもの急病等に関して、保護者の不安を解消し、適切な受

診を促進します。 
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（２）心身の健康等についての情報提供 

小中学校において、こどもの発達の段階に応じ、学習指導要領に基づく性に関する指導

を実施します。 

性や妊娠の悩みに対応する知識や相談窓口について情報提供している、若者向けの相

談支援サイト「スマート保健相談室」の周知を図ります。 

 

 

４ 成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 

こども・若者が社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜き、地域の課

題解決を社会の構成員として主体的に担う力を発達の程度等に応じて身に付けることができ

るよう、主権者教育を推進します。 

こども・若者が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けることに資する取組を推進します。 

 

（１）学校における主権者教育の推進 

こどもたちが将来、自立した主権者として、自らの意見を持ち、社会に貢献していく力を育

成するため、学習指導要領に基づき、発達段階に応じて、民主主義の仕組みや主権者とし

ての責任と権利を理解し、主体的に社会を形作る人材となるための教育環境を整備します。 

 

（２）学校におけるキャリア教育の推進 

こどもたちが家庭、地域、社会を支える存在として、自分自身の可能性を発見し、職業や

生涯にわたる生活を主体的に考える力を育むために、学習指導要領に基づき、発達段階に

応じて、キャリア教育を積極的に取り入れ、こどもたちが自らの未来を描く力を養うことを推

進します。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

キャリア教育推進事業 

【再掲】 

各小中学校で、児童生徒が自分の生き方や働き方に

ついて学び、考える機会を設けます。また、高学年児童

が町内の多様な職業の方の話を伺うキャリアフェスタ

を行います。 

学校教育課 

子ども体験活動促進事業 

【再掲】 

多くの人々との交流を通して様々な体験を行うことで、

こどもたちの個性や創造性を更に深め、健康で豊かな

人間形成を目指します。 

社会教育課 
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第３節 基本目標３ 若者が活躍できるまちづくり 

若者一人一人の状況に寄り添った就職や自立支援を行うとともに、若者が自らの主体的な

選択により、結婚、こどもを産み、育てたいと望んだ場合に、希望がかなえられるよう、多様な価

値観や働き方を尊重し、ライフデザイン・出会い・結婚への支援を推進します。 

悩みや不安を抱える若者が、社会と自分の距離感でつながりを育んでいけるよう、若者や

その家族が気軽に相談できる体制を整えます。 

 

１ 未来へ踏み出す若者応援 

若者を対象としたセミナー等を開催し、若者のキャリア形成を図り、新たなことにチャレンジ

していけるよう応援します。また、誰もがその個性と能力を発揮して未来を描けるよう、様々な体

験・活動の機会を創出し、若者の可能性を高めます。 

 

（１）若者のキャリア形成支援 

若者が安心して働き、安定した生活を送ることができるよう、ハローワークや鹿児島県と

の連携により、若者を対象とした就職相談や面接会、セミナーなどを行います。地元企業な

どと連携し、若者の職場体験やインターンシップ等の体験的な学習活動の機会を提供する

とともに、地域課題やまちづくりをテーマとした情報提供や生涯学習講座の開催など、キャリ

ア支援を行い、地域における若者の雇用機会の創出を推進します。 

 

（２）青少年の健全育成 

若者が安心感や生きやすさを得られるように、巡回指導や環境浄化活動や教育相談員

による教育相談活動を行います。また、インターネットやＳＮＳに起因する問題への対応など、

若者が巻き込まれやすいトラブルの防止を目的とした情報等を分かりやすく周知します。 

 

（３）性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する知識の普及啓発 

こども・若者が、性別にかかわらず、誰もがその個性と能力を発揮して様々な可能性を広

げ、一人一人の人権が尊重され、性の多様性を認め合うために、性的指向及びジェンダー

アイデンティティの多様性に関する理解の促進を図ります。 

 

（４）こどもを産み育てる準備への普及啓発 

男女を問わず、性と妊娠に関する知識を正しく身に付け、将来のこどもを生み育てる準備

としてのプレコンセプションケアの啓発を行うとともに、不妊治療に関する支援を行います。 

 

  

基本目標３ 若者が活躍できるまちづくり 
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２ 若者の社会的参加に向けた支援 

悩みや不安を抱える若者が、自らのペースで歩みを進められるよう、一人一人に合った支

援を行います。 

 

（１）気軽に相談できる窓口の情報提供 

若者の悩みや不安を受け止める県の「かごしま子ども・若者総合相談センター（ひきこも

り地域支援センター）」などの相談窓口の情報発信を図るとともに、身体とこころの健康に

関する支援を行います。 

 

（２）困難を抱える若者や家族への支援 

様々な課題を抱える若者のそれぞれの状況に応じて、関係機関が連携して包括的な支援

を提供していくことにより、本人やその家族へのアウトリーチによる取組を推進するなど、相

談しやすい体制を整備するとともに、安心して過ごせる居場所につなげます。 

 

（３）若者による社会活動の促進 

ボランティアについての啓発講座や社会とのつながりの大切さに関する講座など、若者の

視野が広がるような教育機会を創出し、若者へ積極的に周知するとともに若者が参加しや

すい活動の充実を図ります。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

こども家庭センターりんく 

【再掲】 

児童福祉事業及び母子保健事業を一元化し、全ての

妊産婦・子育て家庭・こどもを対象に切れ目のない、包

括的・継続的な支援（相談に応じた子育てや教育・保

育の利用に必要な情報の提供、助言など）を行いま

す。 

地域福祉課 

こども未来係 

重層的支援体制整備事業 

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応す

る包括的な支援体制を構築するため、多機関協働事

業、参加支援事業アウトリーチ事業、生活困窮者支援

等のための地域づくり事業を推進します。 

地域福祉課 

福祉係 

 

 

  



第４章 施策の展開 
 

54 

 

３ 出会いや結婚への支援 

若者が自らの主体的な選択により、結婚、出産、育児の希望を叶えられるよう、ライフデザイ

ンや出会い、結婚への支援を推進します。 

 

（１）多様な出会いの機会提供 

若者が交流できる場づくりや婚活イベントを支援して、結婚を後押しします。 

 

（２）ライフデザインを考えるきっかけづくり 

仕事や働き方、出会い・結婚・妊娠・出産・子育て等、ライフステージごとの様々な情報を

総合的に提供するセミナーやシンポジウムを実施するなど、若者が人生設計を考える機会

を設け、ライフデザインを考えるきっかけづくりに取り組みます。 
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第４節 全てのこどもが幸せな状態で成長できるまちづくり 

本町のこども・若者が、家庭環境に関わらず、夢や希望をもって生きていくことができるよう、

生活の安定のための支援、教育の支援、保護者の就労の支援など、様々な面から、関係機関

との連携により、こども・若者の貧困対策に取り組みます。 

こども・若者が心身ともに健やかに成長できるよう、ヤングケアラー等の配慮が必要な家庭

への支援など、関係機関との連携を一層強化し、情報を共有しながら切れ目のない支援を行

っていきます。 

様々な支援が必要なこどもに対し、それぞれの成長過程において、支援を必要としていると

きに、必要な支援が行き届く体制の充実を図り、ライフステージに応じた切れ目のない支援

（縦横連携）を推進します。 

 

１ 生活に困難を抱える子育て家庭などへの支援 

こども・若者が、家庭の経済状況にかかわらず、健やかに成長できる環境をつくるとともに、

教育の機会均等を図るため、こどもの学習支援の活用や、教育、生活の安定、保護者の就労、

経済的支援を進めます。また、安定した生活により、安心して子育てできるよう、ひとり親家庭

の総合的な支援を推進します。 

 

（１）教育の支援 

貧困の世代間連鎖を断ち切るために、就学援助制度や奨学金、貸付等による経済的支

援によって学習機会の確保・充実を図るとともに、こどもに対して教育により将来への希望

をもつことができるよう、機会あるごとに啓発していきます。 

特に取組の必要が高い経済的に困難な世帯に対しては、「貧困の連鎖を教育で断つ」こ

とを確実に進めるため、学校教育による学力向上、ひとり親家庭や生活困窮者世帯等への

学習支援などを行ないます。 

 

（２）生活の安定に資するための支援 

保護者に対しては、生活困窮者自立支援制度に基づく就労支援や子育てを両立するた

めの生活支援を行います。一方、こどもに対しては、学校における健康教育等の強化を進め

るとともに、健康診断や食育の推進などの保健衛生の取組強化を進めます。これらの取組

を通じて、家庭におけるこどもの生活環境の向上を図るため、家庭教育の推進の意識啓発

を図っていきます。 

 

（３）保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

ひとり親家庭に対する資格取得の支援や職業紹介により、安定雇用による就労所得を増

加させ、経済的自立によるこどもの生活環境の改善につなげます。 

  

基本目標４ 全てのこどもが幸せな状態で成長できるまちづくり 
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（４）経済的支援 

教育費負担の軽減をはじめ、県や町などの各事業主体において、各種手当や就学援助

費、貸付金などの現行制度の周知強化等による捕捉率を高めます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

ひとり親家庭等医療費助成

事業 

ひとり親家庭等（母子・父子家庭等）の生活安定と福

祉の向上を図るため医療費助成を行います。 

地域福祉課 

こども未来係 

児童扶養手当 

18 歳到達後の最初の３月 31 日までの児童で、父母

が婚姻を解消した児童等(父死亡、父障がい、父生死

不明、遺棄、未婚等)を監護している母、又は、母にかわ

って養育している方に対して支給します。 

母子家庭の母親の就業促進 

母子家庭の母親の就業を促進するため、労働関係機

関等と連携し、求人情報の提供を行います。また、個別

相談等があった場合は、関係機関と連携して対応しま

す。 

ひとり親家庭等就業・自立

支援センタ－事業 

（鹿児島県事業） 

ひとり親家庭の親及び寡婦の個々の家庭の状況、職

業適性、就業経験等に応じ、適切な助言を行う就業相

談の実施、就業に結びつきやすい就業支援講習会の

実施、公共職業安定所等職業紹介機関と連携した就

業情報の提供など一貫した就業支援サ－ビスを提供

するとともに、生活の安定と児童の福祉の増進を図る

ため、養育費の取り決め等専門家による相談体制の

整備などを総合的に行うことを目的とします。 

母子父子寡婦福祉資金貸付

事業（鹿児島県事業） 

配偶者のない女子又は男子で現に 20 歳未満の児童

を扶養しているもの、寡婦及び 40 歳以上の配偶者の

ない女子に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の

助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を

増進するため、必要な資金の貸付を行います。 

ひとり親家庭自立支援給付

金事業（鹿児島県事業） 

ひとり親家庭の親の就職の際に有利であり、かつ生活

の安定に資する資格の取得を促進するため、生活の負

担の軽減を図り、資格取得を容易にすることを目的とし

ます。 

ひとり親家庭高等職業訓練

促進資金貸付事業 

（鹿児島県事業） 

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学

し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の

親に対し、入学準備金・就職準備金を貸し付け、これら

の修学を容易にすることにより、資格取得を促進し、自

立の促進を図ります。 

自立相談支援事業 

生活困窮者及び生活困窮者の家族や、関係者からの

相談に応じ、アセスメントを実施して個々人の状態にあ

ったプランを作成し、必要なサービスにつなげます。 

地域福祉課 

福祉係 

就学援助の実施【再掲】 

経済的理由により就学ができない児童生徒が出ない

よう，保護者に対して，学用品費や修学旅行費など就

学に必要な経費の一部を援助します。 

学校教育課 
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２ 障がいや発達に不安のあるこどもへの支援 

障がいのあるこどもや発達に不安のあるこどもを支援するため、それぞれの特性や状況に

応じて、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの通所支援、療養生活の支援、保育所等

への巡回支援を行います。こどもの成長に不安を感じる家族に対しては、相談窓口を利用しや

すくなるよう情報提供に努め、家庭の子育てへの負担軽減につなげるとともに、適切な支援が

提供可能である専門相談につなぐなど、家族に寄り添った継続的な支援を行います。 

保育所等や放課後児童クラブにおいては、障がいのあるこどもを受け入れるため、職員の

加配や研修の充実を図ります。 

医療的ケア児とその家族が身近な地域で必要な支援を受けられるように、保健、医療、福

祉、教育、保育などの関係機関等が連携し、地域における情報の共有や課題の整理を行うと

ともに、サービスの質の確保・向上に取り組むなど医療的ケア児の支援体制の構築に取り組

みます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

障害通所給付費支給 

児童福祉法に基づき、障がいのある児童やその家族に

対し、安心して社会との交流や必要な療育を受けるた

めの支援を提供します。 地域福祉課 

福祉係 

特別児童扶養手当 

20 歳未満で、政令に規定する障がいの状態にある児

童を監護している父若しくは母、又は父母にかわってそ

の児童を養育している人に支給します。 

特別支援教育の推進【再掲】 

児童生徒の特別な教育的ニーズを的確に把握し、適

切な支援や助言を行うことにより個々の児童生徒の適

切な発達を促します。 

学校教育課 

教育支援委員会 

各学校での教育支援委員会や町就学教育相談の結

果を受け、教育支援委員会を実施し判断を行い、適切

な就学指導を行います。未就学児については保育所等

との連絡会を実施します。 

 

 

３ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進 

児童虐待を受けたこどもやその家族、要保護児童、ヤングケアラーなど、支援が必要なこど

もや家庭に寄り添いながら、個々の状況に応じた必要なサービスを提供できる相談体制の充

実を図ります。 

 

（１）こども家庭センターの機能強化【再掲】 

「こども家庭センター」の機能強化を図るため、より身近な場所での気軽な相談や、必要

な方々への適切な支援メニューの充実を図りながら、地域のネットワークと一体となって継

続的に支援し、妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、妊娠期から子育て期を通じた切れ目の

ない母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います。 
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（２）児童虐待の予防や早期発見・早期対応 

妊娠期から保護者とのつながりを大切にし、切れ目なく支援することで、児童虐待の予防

につなげます。子育てに対する相談をはじめ、児童虐待の予防から継続的な支援を行うとと

もに、「中種子町要保護児童対策地域協議会」を中心に、児童相談所等の専門機関との連

携を図り、児童虐待防止に対する取組を推進します。 

 

（３）ヤングケアラーへの支援 

ヤングケアラーにおける問題は、本人や家族が自覚していないことも多く、顕在化しづらい

ことを念頭に置いた上で、こどもや家族の思いに寄り添いながら、関係機関が連携してヤン

グケアラーを早期発見・把握し、適切な支援につなげていきます。 

 

（４）教育相談体制の充実 

児童・生徒が悩みを抱え込まず、心にゆとりがもてるよう、学校等では気軽に相談でき、効

果的なカウンセリングが行える相談体制の強化を推進します。 

児童・生徒がお互いを思いやる心を育てる教育の実践を推進し、いじめが起きない・いじ

めを起こさせないよう継続して取り組み、学校の教育相談体制の充実を図ります。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

こども家庭センターりんく 

【再掲】 

児童福祉事業及び母子保健事業を一元化し、全ての

妊産婦・子育て家庭・こどもを対象に切れ目のない、包

括的・継続的な支援（相談に応じた子育てや教育・保

育の利用に必要な情報の提供、助言など）を行いま

す。 

地域福祉課 

こども未来係 産後ケア事業（訪問型、短 

期入所型、通所型） 

産後１年以内の母子で家族等から、十分な家事や育

児の援助が受けられず心身の不調や育児不安のある

者に対し、個別の心身のケアやサポ－ト等の支援を実

施します。訪問型直営、短期入所型と通所型は医療機

関委託で実施します。 

中種子町要保護児童対策地

域協議会 

要保護児童対策地域協議会を年１回開催します。ま

た、児童生徒の要保護等の事例があった場合は、その

都度関係機関と連携して、個別会議を実施します。 

教育相談事業【再掲】 

小中学校へスクールカウンセラーを派遣し、生徒・児

童・保護者・職員の相談活動を実施します。また、臨床

心理士の派遣事業を実施し、生徒・児童・保護者の教

育相談を行います。 

学校教育課 
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４ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

全国的に小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、危機的な状況となっています。誰も自殺

に追い込まれることのないよう、生きることの包括的な支援として、こども・若者への自殺対策

を推進します。 

社会の情報化が進展する中、こどもが情報活用能力を身に付け、情報を適切に取捨選択し

て利用するとともに、インターネットによる情報発信を適切に行うことができるように、こどもが

安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に努めます。 

 

（１）こども・若者の自殺対策 

こどもが自身の心の危機に気付き、身近な信頼できる大人に相談できる力を培うため

に、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を継続して実施します。 

また、様々な課題を抱えるこどもに対し、スクールカウンセラーを配置し、さらに必要に応じ

てスクールソーシャルワーカーの支援を受ける体制を整備し、学校におけるチームでの教育

相談体制の充実を促進します。 

 

（２）こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 

こどもが主体的にインターネットを利用できる能力習得の支援や情報リテラシーの習得

支援、こどもや保護者等に対する啓発、フィルタリングの利用促進、ペアレンタルコントロール

による対応の推進など、こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備に取

り組みます。 

 

（３）犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備 

こどもへの犯罪被害を防ぐために行政、警察・関係機関・団体間の定期的な情報交換の

体制づくり、場づくりを推進します。また、警察、学校、ＰＴＡ、家庭、地域との連携を強化し、こ

どもを犯罪から守る被害防止活動を支援します。 

学校施設や通学路の安全点検・安全対策、スクールガード等による活動の充実を図り、こ

どもたちの安全・安心の確保を図る取組を推進します。 

安全・安心なまちづくりに向けた道路、公園等の既存施設の構造・設備の維持を推進す

るとともに、こどもを犯罪等から守るための広報啓発活動を展開します。 

 

（４）非行防止と自立支援 

こども・若者の非行防止や、非行・犯罪に及んだこども・若者とその家族への相談支援を

行うとともに、学校や警察等の関係機関・団体との連携を図り、自立支援を推進します。 

社会全体として非行や犯罪に及んだこどもや若者に対する理解を深め、育ちを見守る社

会気運の向上を図ります。 
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【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

スクールガードリーダーの

配置 

スクールガードリーダーによる登下校時の見守りを実

施します。 
学校教育課 

交通指導員の配置 登校時の交通安全指導を実施します。 

総務課 

消防交通係 

交通安全教室 
各学校等の計画に合わせ、交通安全教室を実施しま

す。 

カーブミラーの整備 
交通安全対策特別交付金による事業により、カーブミ

ラー・ガードレール等の整備を実施します。 

防犯灯設置事業 
防犯組合の事業として、新規設置及び修理等を行い

犯罪防止に努めます。 

防犯研修会の充実 
防犯組合の活動による防犯意識の普及啓発を実施し

ます。 

不審者対応マニュアルの作

成 

文部科学省作成のマニュアルを配布し、各学校におい

ては地域や学校の実情に応じたマニュアルを作成しま

す。 

保護者・地域との連携によ

る防犯活動 
青色防犯パトロールによる防犯活動を実施します。 

 

 

５ こども・若者の権利の尊重 

こども・若者が権利の主体として、多様な人格・個性として尊重され、権利が保障されるよう、

こども・若者の権利の啓発による意識の醸成や、理解の促進を社会全体で共有し、こども・若

者や子育て世帯の意見を聴き、施策に反映させる取組を進めます。 

 

（１）こども・若者の権利に関する普及啓発 

こどもや若者が人権問題への理解を深め、人権意識を高められるよう、こども基本法、こ

ども大綱、本計画など、様々な機会・媒体を活用して、こども・若者の権利について、周知・啓

発を推進します。 

 

（２）こども・若者や子育て世帯の意見聴取 

こども施策を進めるに当たり、こども・若者や子育て世帯の声を聴く方法について検討を

進めるとともに、こどもの意見表明の意義について、様々な媒体を活用して周知・啓発を行

います。 

 

（３）こども・若者の意見表明・参加 

こどもや若者の生活や将来に影響を及ぼす計画などを審議する際には、こどもや若者が

学び、意見表明する機会を創出するとともに、参加しづらいこどもにも配慮した取組に努め

ます。 
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６ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 

創造力や好奇心などを育むため、民間団体、民間企業等と連携・協働して、自然体験、職業

体験、環境体験など多様な体験活動の機会に取り組みます。また、家庭、地域、行政が一体と

なり、青少年育成団体等とより一層の連携を図り、青少年の体験活動、交流活動等を充実さ

せ、青少年の健やかな育ちを支援します。 

こどもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、人や社会と関わる力、生活習慣、学習

習慣など、国のこどもの居場所づくりに関する指針（令和５年 12 月 22 日閣議決定）を踏ま

え、将来の自立に向けて生き抜く力を育む「こどもの居場所」づくりを推進します。この居場所

が地域の核となり、行政、ＮＰＯ、町民、企業等と協力し、誰一人取り残されない地域子育てコミ

ュニティにつなげます。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

キャリア教育推進事業 

【再掲】 

各小中学校で、児童生徒が自分の生き方や働き方に

ついて学び、考える機会を設けます。また、高学年児童

が町内の多様な職業の方の話を伺うキャリアフェスタ

を行います。 

学校教育課 

子ども体験活動促進事業 

【再掲】 

多くの人々との交流を通して様々な体験を行うことで、

こどもたちの個性や創造性を更に深め、健康で豊かな

人間形成を目指します。 

社会教育課 
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第５節 子育て当事者がこどもに向き合えるまちづくり 

子育てにかかる経済的な支援を行うとともに、ゆとりをもってこどもと向き合い、保護者の選

択に基づき必要な保育を受けられるよう環境を推進します。 

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、在宅で子育てをしている家庭を含めて全てのこ

どもと家庭を対象として、虐待予防の観点からも、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を

推進します。 

家庭内において育児負担が女性に集中している現状を変え、夫婦が相互に協力しながら

子育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で支援する社会をつくるため、共働き・共育て

を応援します。 

 

１ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

こどもと家庭の状況に応じた手当の支給や医療費助成など、子育てにかかる経済的な支

援を行うとともに、ゆとりをもってこどもと向き合い、保護者の選択に基づき必要な保育を受け

られるよう環境を推進します。 

 

（１）妊婦のための支援給付 

妊娠期から面談を通じて、出産・子育ての相談に応じ、様々なニーズに応じた必要な支援

につなぐ「伴走型の相談支援」と「経済的支援」を一体的に行います。 

 

（２）児童手当の支給 

国の「こども未来戦略」に基づき、令和６年 10月から高校生の年代まで支給期間を延

長するとともに、所得制限を撤廃し、多子加算の増額などの拡充を行っており、支給を継続

します。 

 

（３）こども医療費の助成 

こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こどもの健康増進と健やかな育成に寄与

するため、０歳から高校３年生相当年齢（満 18歳到達後の最初の３月 31日まで）のこど

も医療費の全額支援（無償化）を継続します。 

また、島内において、必要とする医療等を受けることができず、島外の医療機関へ通院等

を行わなければならないこどもにおける経済的負担を軽減するために、通院等に要する経

費（交通費、宿泊費等）について一部助成を行います。 

 

（４）幼児教育・保育の負担軽減 

幼児教育・保育の無償化に係る子育てのための施設等利用給付を適正に行い、幼児教

育・保育に関わる経済的負担の軽減を図り、全てのこどもに質の高い幼児教育・保育を受

ける機会を確保します。 

  

基本目標５ 子育て当事者がこどもに向き合えるまちづくり 
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（５）学校給食費等の無償化 

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、小・中学校の学校給食費及び保育所・認定こ

ども園等の副食費の助成を継続します。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

出産祝金制度 

結婚・妊娠・出産・育児をしやすい地域づくりに向けた

環境整備等の取組を推進することを目的として、出産

子育て支援金を支給します。 

地域福祉課 

こども未来係 

妊婦のための支援給付 

安心して出産、子育てができる環境を整備することを

目的に、妊娠期から出産・子育て期まで一貫した伴走

型相談支援の充実と経済的支援（給付金の支給）を

一体的に行います。 

児童手当 

高校卒業まで（18 歳の誕生日後の最初の３月 31 日

まで）の児童を養育している人に対して、次代の社会を

担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目

的として手当を支給します。 

子ども医療費助成 

こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、こども

の健康の保持増進を図るため、０歳から高校３年生卒

業まで医療費を助成します。 

離島地域子ども通院費等支

援助成 

種子島島内において、必要とする医療等を受けること

ができず、島外の医療機関へ通院等を行わなければ

ならないこどもにおける経済的負担を軽減するために、

通院等に要する経費（交通費、宿泊費等）について一

部助成を行います。 

 

 

２ 地域子育て支援、家庭教育支援 

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、在宅で子育てをしている家庭を含めて全てのこ

どもと家庭を対象として、虐待予防の観点からも、地域のニーズに応じた様々な子育て支援を

推進します。 

 

（１）こども家庭センターの機能強化【再掲】 

「こども家庭センター」の機能強化を図るため、より身近な場所での気軽な相談や、必要

な方々への適切な支援メニューの充実を図りながら、地域のネットワークと一体となって継

続的に支援し、妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、妊娠期から子育て期を通じた切れ目の

ない母子保健と児童福祉の一体的な相談支援を行います。 

 

  



第４章 施策の展開 
 

64 

 

（２）地域における子育て支援の充実 

延長保育事業については、就労形態の多様化等の理由による通常の利用時間を延長し

ての保育ニーズに対応するため、また、一時預かり事業については利用者ニーズに対応で

きるよう、今後も継続実施します。 

病児保育事業については、安心して子育てができる環境整備を促し、児童の福祉の向上

を図ります。また、利用促進のための広報等の推進に取り組みます。 

そのほか、家庭支援事業を含む子ども・子育て支援法の「地域子ども・子育て支援事業」

を着実に実施します。 

 

【関連する事業・取組】 
 

事業・取組名 概要 担当課 

地域子育て支援拠点事業

（つどいの広場）【再掲】 

子育て支援センター「おひさま」において、育児不

安等についての相談や子育て親子が気軽に集い、交

流ができる場を提供します。 

中央保育所 

一時預かり事業【再掲】 

家庭において保育を受けることが一時的に困難とな

った乳幼児について、主として昼間において、一時

的に預かり、必要な保育を行います。 

中央保育所 

地域福祉課 

こども未来係 

こども家庭センターりんく 

【再掲】 

児童福祉事業及び母子保健事業を一元化し、全ての

妊産婦・子育て家庭・こどもを対象に切れ目のない、包

括的・継続的な支援（相談に応じた子育てや教育・保

育の利用に必要な情報の提供、助言など）を行いま

す。 
地域福祉課 

こども未来係 

病後児保育【再掲】 
公立種子島病院内の病後児保育施設ひだまりにおい

て、病後児保育事業を実施します。 

にじいろ家族【再掲】 
「妊婦体験」、「沐浴・家族計画」等をニ－ズに合わ

せて実施します。 

 

 

３ 共働き・共育ての推進 

共働き・共育ての応援に向け、子育て家庭への更なる支援の充実を図ります。また、ワーク・

ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の改善、男女共同参画の推進など、子育てしやすい就

労環境づくりを推進していきます。 

 

（１）仕事と子育ての両立支援 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、性別に関わらず仕事と子育てが両立できる働き方

への意識啓発や企業の取組に対する啓発を行います。 

 

（２）男女共同参画の推進 

固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みをもつことがないよう、男女共同参画

についての正しい理解の浸透に向け、様々な世代における広報啓発に取り組みます。 
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第５章 計画の推進と進行管理 

１ 計画の推進体制 

こども大綱に基づく、全てのこども・若者のウェルビーイングの向上は、福祉分野に留まらず、

保健、医療、教育、商工労働、防災・防犯、まちづくり分野など広範囲にわたります。また、若者

の自立促進やこどもの貧困対策などの新たな課題に対する施策においても、行政のみならず、

教育・保育事業者、学校、事業所、住民のそれぞれとの連携が重要です。 

本人、家庭や地域、教育、保育関係機関、ＮＰＯや活動団体、企業、行政それぞれが、こども

の健全育成、若者の自立支援、子育て支援に対し、果たすべき役割を認識し、互いに協力しな

がら、「こどもまんなか社会」に向けて、様々な施策を計画的、総合的に推進します。また、こど

も・若者にやさしく、子育てしやすい環境づくりに住民及び企業等の参加、参画を推進します。 

 

 

２ 計画の進行管理 

本計画の着実な実行のため、個別事業の進捗状況に加え、計画全体の成果についても点

検、評価し、施策の改善につなげます。 

進捗を確認するに当たっては「中種子町子ども・子育て会議」で点検・評価を行うとともに、

結果においては、町ホームページ等で公開する等、当事者であるこども・若者及び子育て世帯

への情報提供に努めます。 

こども計画の内容については、住民ニーズや社会情勢、国における制度改正等を踏まえ、必

要に応じて取組の充実や見直しを図ります。 

 

【PDCAサイクルに基づく進捗評価】 
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